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運営指導時の指導事項より
（運営基準、人員基準）



掲 示

1. 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、

介護支援専門員の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重

要事項(以下「重要事項」という。)を掲示しなければならない。

2. 指定居宅介護支援事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定居宅介護支援事業所に備え

付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代え

ることができる。

3. 指定居宅介護支援事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければ

ならない。

令和７年４月１日より適用！

【市条例 居宅：第２３条、予防：第2１条】
【基準省令 居宅：第２２条、予防：第２１条】

指摘事項： 重要事項をウェブサイト上に掲示すること



解釈通知（居宅）
(18) 掲示
① 基準第22条第１項は、基準第４条の規定により居宅介護支援の提供開始時に運営規
程の概要、介護支援専門員の勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供す
るサービスの第三者評価の実施状況（実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評
価機関の名称、評価結果の開示状況）等の利用申込者のサービスの選択に資すると認め
られる重要事項を利用申込者及びその家族に対して説明を行った上で同意を得ることと
していることに加え、指定居宅介護支援事業所への当該重要事項の掲示を義務づけるこ
とにより、サービス提供が開始された後、継続的にサービスが行われている段階におい
ても利用者の保護を図る趣旨である。また、基準第22条第３項は、指定居宅介護支援事
業者は、原則として、重要事項を当該指定居宅介護支援事業者のウェブサイトに掲載す
ることを規定したものであるが、ウェブサイトとは、法人のホームページ等又は介護
サービス情報公表システムのことをいう。

掲 示 【市条例 居宅：第２３条、予防：第2１条】
【基準省令 居宅：第２２条、予防：第２１条】



参考【介護サービス情報公表システム】



解釈通知（居宅）
（21） 苦情処理
④ なお、指定居宅介護支援事業者は、当該事業所における苦情を
処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、相談窓口の
連絡先、苦情処理の体制及び手順等を利用申込者にサービスの内
容を説明する文書に記載するとともに、事業所に掲示し、かつ、ウェブ
サイトに掲載するべきものである。なお、ウェブサイトへの掲載に関する
取扱いは、第２の３の（１８）の①に準ずるものとする。

苦情処理

“掲示” を指しています

【市条例 居宅：第２７条、予防：第27条】
【基準省令 居宅：第２６条、予防：第２5条】

指摘事項： 苦情処理体制、手順等をウェブサイト上に掲示すること



指定居宅介護支援（予防支援）の具体的取扱方針

「身体的拘束等の適正化の推進」

➢利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。 

➢身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。

【市条例 居宅：第14条、予防：第32条】【基準省令 居宅：第13条、予防：第30条】

切迫性 非代替性 一時性

実施日時、担当者、実施した時間、実施すると判断した状況、
実施後の状態など「記録」が重要。

指摘事項： 緊急やむを得ない理由を記録できるように、記録用紙を整備すること



委員会の設置・開催、計画の策定・指針の整備、

研修、訓練の実施など （居宅介護支援・予防支援）

委員会 指針の整備 研 修 訓 練 その他

虐待の防止
○ ○

○
実施内容記録

－ 担当者配置

業務継続計画
（感染症・災害） －

○
計画策定

○
実施内容記録

○
・従業員周知
・BCP見直し

感染症の予防及
びまん延の防止
のための措置

○
担当者も配置

○
○

実施内容記録
○ －

研 修 訓 練

指摘事項： 研修と訓練の違いを理解し、その内容を実施すること。



業務継続計画の策定等 【市条例 居宅：第２０条の２の３、予防：第20条の２の３ 】
【基準省令 居宅：第19条の２の３、予防：第1８条の２の３ 】

指摘事項： 訓練の実施後は、その内容の見直しを行い、必要に応じて計画の修正
を行うこと。

➢定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に

応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

【業務継続計画の目的】

感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して
指定居宅介護支援（予防支援）の提供を受けられるよう、指定
居宅介護支援（予防支援）の提供を継続的に実施するための、
及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

災害における避難訓練
を実施し終わり…ではなく、

その後に業務が継続が
できるのか！？をBCPに

沿って確認することが大
切です。



その他、お知らせ



【再確認】

平成30年度介護報酬改定における管理者要件

平成30年度報酬改定における「指定居宅介護支援等の事業の
人員及び運営に関する基準」改正にて、居宅介護支援事業所に
おける管理者要件が「主任介護支援専門員」となっていることに
ついて。

令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない者が管理
者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者
である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の猶予を

⇒令和９年３月３１日まで。





※電話対応については、これまで通り１６時以降も対応しています。

※各係の直通電話番号がございます。

電話番号 係 名 主な業務

098-876-1291 介護給付係
居宅（予防）届。指定更新、体制届。ケア
プランの相談、届出など。負担割合証。

098-876-1297 介護認定係
要介護認定等の申請、審査会。
プラン作成のための情報開示。

098-876-1292
・予防支援係
・在宅支援係
・高齢福祉係

・介護予防に関すること
・認知症予防や相談。高齢者虐待防止、対策など。

・高齢福祉相談（配食サービス、緊急通報システム
など）

098-876-6824 介護保険料係
介護被保険者証の再発行など。
介護保険料に関すること。



出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html）

本市は令和6年12月1日より
運用開始しています

電子申請・届出システム利用の原則化

https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html




差戻しになった際は
コメントを確認し再提出をお願いします。



受け付けている届出等

•新規指定・更新申請

•休止、廃止、再開等届出

•指定辞退届出

•変更届

•体制等に関する届出

更新申請の添付書類について、電子申請シ
ステム上、添付しないと次に進めない仕様
になっています。
添付省略する箇所については、白紙や添付
省略と書いたエクセルまたはPDF等の添付で
対応願います。

新規申請、更新申請の手数料納付について、
システムにて申請を収受後、納付書を郵送
します。郵送後、申請を「差戻し」にしま
すので、手数料納付後に領収書の写しを
「予備欄」に添付し再提出をお願いします。



申請書・届出書の注意点

➢変更届は変更日から10日以内に提出をお願いします。

なお、ケアマネージャー等従業員が退職した場合も変更届の

提出をお願いします。

（特に特定事業所加算を取得している事業所）

➢加算に関する届出は加算を算定する月の前月15日までに提出が必要です。

例：３月から特定事業所加算の算定を予定している場合、

２月１５日までに必要書類を揃えて申請する必要がある。

２月１６日以降に提出した場合、４月から加算適用となる。
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